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判例研究2　：　松戸市ALS介護保障訴訟
（千葉地方裁判所判決令5・10・31）

駒澤大学　原田　啓一郎

１．　はじめに
・　24時間介護保障訴訟の現在の到達点
・　ALS患者と障害者権利条約19条


２．　本判決の要点と意義
〇　本判決の要点
・　本件変更決定の適用期間の経過と訴えの利益について
・　本件却下決定に係る裁量権の逸脱・濫用について
・　国家賠償について
〇　本判決の意義
・　継続する介護負担における同居家族の心身の状況等を勘案した支給量の判断
・　24時間介護を前提とした支給量の算定


３．　勘案事項と同居家族の介護状況
[bookmark: _Hlk210981748]〇　勘案事項としての「障害者等の介護を行う者の状況」
・　勘案事項は、「個々の障害者ごとに個別具体的な事情を様々に異にする性質のものであり、多岐にわたる各事項に係る諸事情の勘案の在り方も総合的な考慮と判断を要するものといえる」（本判決）
・　家族による介護の実施可能性が支給量の決定に影響を与える可能性がある。
　　　※　「これらの定めは、障害者の家族の中に当該障害者の介護を行う者がいる場合には、当該家族の状況に即して当該家族による介護の可否及びそれが可能かつ相当な時間を勘案することを前提としているものと解される。」（吉川市ALS介護保障訴訟（さいたま地判令6・5・8賃社1859号66頁））
　　　※「支給決定に当たって必要な介護時間数から家族による介護時間数を控除することは原則として許されず、当該障害者も当該障害者の家族も当該家族による介護を行うことを希望し、かつ、当該家族に介護を行う能力がある場合に限り、当該家族による介護時間数を勘案することができる」。（吉川市ALS介護保障訴訟・原告の主張の要旨）
・　勘案事項としての「障害者等の介護を行う者の状況」をどのように理解するか。
〇　同居家族による介護状況の評価
・　原告の病態に鑑みれば、不十分な介護状況ないし不安定な介護環境により、原告の生命が危険にさらされる可能性がある。　
→　原告には、24時間吸痰できる環境を整える必要がある。
→　原告の病態と妻の介護状況等に照らせば、月744時間、24時間介護に相当する重度訪問介護に関する介護支給量が認められるべき。
・　原告の病態や介護を行う家族の取り巻く状況を踏まえ、妻の心身の状況や介護負担等を十分に顧慮した結果、妻が単独で介護を行う時間を0時間と評価した。
　　　　　→　和歌山ALS介護保障訴訟（和歌山地判平24・4・25判時2171号28頁）、吉川市ALS介護保障訴訟（前掲）とは異なる点。
・　同居家族による介護負担をどのように判断するかの姿勢が、各判決で異なる点をどのように捉えるか。


[bookmark: _Hlk210983032]４．　重度訪問介護と他の公的サービスとの調整
〇　他の公的サービスの利用状況を踏まえた調整
・　「介護給付費の支給変更決定においても、変更を申請した障害者が受けている介護保険法の規定による保険給付及び保険医療サービスの利用状況も考慮することが求められている（障害者総合支援法２４条２項、２２条１項、総合支援規則１２条５号、６号）ので、こうした給付等を受けていることを踏まえた調整は必要となる。」（本判決）
・　本判決における他の公的サービスとの調整
①　介護保険での訪問入浴時間・訪問マッサージと医療保険での訪問リハビリの各時間帯における重度訪問介護　→　支給量の算定から控除されず
②　介護保険給付のうち、吸痰が行われる身体介護の時間帯における重度訪問介護
→　支給量の算定から控除
③　医療保険給付のうち、吸痰が行われる訪問診療・訪問看護の時間帯における重度訪問介護　→　支給量の算定から控除
〇　本判決における他の公的サービスとの調整をめぐる判断の視点
　　　　　　→　24時間介護の必要性との関係、他の公的サービスとの代替性と補完性


５．　おわりに
・　社会保障給付と家族のケア
[bookmark: _Hlk210584429]・　ALS患者が地域で生活するための介護保障
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